
資産の一時使用に係る判断チャート 

検討事案の発生（資産使用許可申請書の提出・学生支援課からの連絡・資産使用に係る問い合わせ等） 
 

資産貸付細則第 2 条 

・営利を目的としない 

下記に該当するものであるか 

・教育研究に資するもの 

・教職員・学生の福利厚生上必要とみとめられるもの 
・患者サービスに関するもの 

・その他これらと同等と認められるもの 

使用可能 

（1）～（6）に該当するか 

使用不可 「その他特に学長が認めた場合」（細則第 2 条（7）の適

用を検討する 
使用責任者（施設課長）及び管理責任者（学長）の了承

が得られ、本学の業務に支障を来さない範囲で許可する 
・施設課長の了承後、事務局長・学長政策推進室長に事 
 前協議する（この時、使用料について特例（細則第 8 
 条（3）を適用するか否かも協議事項となる） 
・事務局長・学長政策推進室長に了承を得た後、決裁を 
 作成し学長に許可してよろしいか伺う。 
☆協議時必要資料 
・申請書 
・理由書（なぜその事業の実施が必要なのか、学長宛の 
 特例許可依頼する文書） 

 
 

貸付に該当しない 
・使用料発生しない 
・資産使用許可申請書の提出不要 
・時間外使用の場合は「暖房等通気願」 
 を機械整備係まで提出。 

本学の事業（講座が自主的に 
開催する勉強会等）か第 3 者 
（学会や企業等）の事業か 

一時使用許可（有償） 
・使用日およそ１ヶ月前までに「資産使 
 用許可申請書」を施設企画係まで提出。 
・使用料（光熱水費含む）は前納。 
・学内予算による支払い不可。 
・時間外使用の場合は「暖房等通気願」 
 を機械整備係に提出。 

第８条(無償貸付)に該当するか 

一時使用許可（無償） 
・使用日およそ１ヶ月前までに「資産使 
 用許可申請書」を施設企画係まで提出。 
・時間外使用の場合は「暖房等通気願」 
 を機械整備係に提出。 

該当する 該当しない 

該当する 該当しない 本学事業 第 3 者事業 

該当する 該当しない 


